
平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,785 円(税込) 3,379 円(税込)

2,785 円(税込) 3,282 円(税込)

2,785 円(税込) 3,065 円(税込)

長浜市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 滋賀県　長浜市

事 業 名 ： 特定環境保全公共下水道事業（流域下水道関連）

平成３０年４月１日予定
（一部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 ２０．９人／ｈａ
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
有

処 理 区 数 　１処理区　　琵琶湖東北部流域下水道

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成４年４月１日
（２５年）

法適（全部適用・一部適
用 ）

非 適 の 区 分

最適化
実施状況*1

　農業集落排水処理による施設は、長浜市には５７施設あり、流域下水道の幹線整備の進捗に併せ、公共下水道に接
続する計画を平成２７年に策定しました。計画では、公共下水道の処理区域内の３２施設を対象として、処分制限期
間である供用後３０年を経過した施設から順次接続することとしています。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計
画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合
等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処
理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　日本下水道協会発行の「公共下水道使用料算定の基本的考え方」を基に下水道事業における固定費の基本使用料へ
の配分を行い、現行体系では２５％の基本使用料配分比としています。残りの７５％を従量使用料として一般家庭に
おける使用実態を考慮し、月１００㎥までを３ランクに分けた累進制を採用しています。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　事業所等の排水については、月７５０㎥を超える特定事業所については、別途特定排水として従量単価を設け、そ
れ以下の規模の事業所には、１００㎥と７５０㎥の間に２ランクを加えた体系としています。
　なお、官公署等の事業所については、特定排水単価の適用は行わず、公衆浴場には、３００㎥を超える部分につい
て逓減単価を用いています。

処 理 場 数

広域化
実施状況*1

　昭和４６年度策定の「琵琶湖周辺流域下水道基本計画」に基づき、滋賀県では、湖南中部、東北部、湖西、高島の
４処理区からなる流域下水道整備を進めてきました。長浜市では、東北部処理区として昭和４７年３月の事業計画を
基に、昭和５８年から流域関連公共下水道事業に着手し、東北部浄化センターにおいて、平成３年４月から、下水道
の供用を開始しています。

共同化
実施状況*1

　平成２２年１月の合併以降、長浜市には、長浜水道企業団が経営する水道事業と長浜市が経営する水道事業が併存
し、合併によるスケールメリットを活かすために、すべての水道事業を長浜水道企業団に統合する広域化を推進し、
管理の一体化、経営の一本化を図ってきました。その過程において、上下水道事業の一元化に向けた取り組みを進
め、料金システムの共同利用による効率化として、平成２６年から長浜市下水道使用料の徴収事務の一部を長浜水道
企業団に委託しています。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　特にありません

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成27年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成27年度

平成26年度 平成26年度

平成25年度 平成25年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析：別添のとおり

職 員 数
平成28年度上下水道関係職員数　　 都市建設部　上下水道課　25名　北部振興局　上下水道課　12名　　計　37名
　公共下水道事業　22名　農業集落排水事業　5名　簡易水道事業　2名 　一般会計　8名

事 業 運 営 組 織

平成22年1月1日：1市6町市町合併
　・合併前の状況　１市６町　総職員数　51名
　・合併時　本庁＋6支所体制　47名
　・平成24年度　北部振興局設置　48名
　・平成25年度　簡易水道事業経営統合（長浜水道企業団）47名
　・平成26年度　支所業務廃止　43名
　・平成27年度　上水道事業経営統合（長浜水道企業団）　38名
　・平成28年度　本庁＋北部振興局体制　 37名　合併前との比較（△14名）
　・平成29年度　簡易水道事業経営統合（長浜水道企業団）予定

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

現在活用はありません

 イ　指定管理者制度 現在活用はありません

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 現在活用はありません

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

現在活用はありません

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

現在活用はありません



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　平成27年3月、長浜市における下水道事業における課題を整理し、平成40年度を目標とした「長浜市下水道ビジョン」を策定、併せて、平成27年度
からの5ケ年の関係市町の負担金算定等「琵琶湖流域下水道東北部経営計画（滋賀県）」の策定を踏まえて、「長浜市下水道事業中期経営計画」を策
定したところです。
　公共下水道事業は、平成19年をもって概ね全域の整備が完了し、彦根市、長浜市を中心とする４市４町の地域を対象とした流域下水道で処理をして
います。
　当初、県下の生活排水処理は、市街地だけでなく広大な農村地域も含めて、流域公共下水道事業によって対応するものと考えられておりましたが、
昭和55年6月県議会において、農村下水道を都市計画区域外の地域を中心に導入するという方針転換がなされ、農業集落排水事業が推進されました。
　長浜市では、これらの地域が流域下水道の恩恵を受けるには相当の年数を要することから、昭和56年度以降、農業集落排水事業による整備を進め、
平成17年度には55地区の処理施設が完工し、生活環境の向上に寄与してきました。しかし、供用開始後30年を経過する施設が加速度的に増加してい
くことから、老朽化への対応として、本来の流域下水道への接続を計画しました。
　また、経営面では、平成27年度の維持管理に係る汚水処理原価を比較しますと、流域処理が192円／㎥に対し、農業集落排水処理では232円／㎥と
格差が生じており、今後もますます乖離していくことが予想されます。こうした状況も踏まえ、平成40年度までに下水道区域内の32処理施設を接続
する計画を掲げ、現在、事業の進捗を図っていきます。
　長浜市の人口は、平成27年の国勢調査人口　118,193人に対し、今後10年間で107,000人程度まで減少すると予測されます。
　経営の安定を図るために、農業集落排水からの接続などにより新たな使用料収入を確保し、経営改善に努めます。また、上下水道事業の一元化とし
て、長浜水道企業団との間において、下水道使用料の徴収事務受委託により事務の省力化を継続していきます。一般会計からの繰入については、基準
に基づく措置額の確保に努め、平成30年からの地方公営企業法の適用に向けて、財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。
　資本費においては、経営の硬直化の要因となっている企業債償還について、今後の建設事業に要する発行額は、償還額の70％に留めるなどバランス
を保ち、企業債残高の抑制に努めていきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　
　投資に関する目標として、平成27年3月策定の「長浜市下水道ビジョン」に基づき、平成40年度までに下水道区域内の32処理施設を接続し、公共下
水道区域外は農業集落排水施設間の統廃合を目指し、これを実現するための建設改良費を見込みました。併せて、接続により不要となる処理施設の解
体費および補助金返還費用を見込みました。浸水対策については、都市の健全な発達のため、市街地の打越川排水区、赤川排水区の雨水渠整備を順次
進めていきます。
　本市の公共下水道は、琵琶湖東北部地域流域下水道へ接続しており、滋賀県が整備する流域下水道処理場等の建設費の一部を負担する必要があり、
今後も処理場の更新や管渠延伸等が予定されているため、継続して負担金の発生を見込んでいます。
　平成24年度に策定したマンホールポンプ長寿命化計画が平成29年度に終了することから、新たに平成32年度までの計画を策定し、引き続き老朽施
設の改築更新のためストックマネジメント計画を策定し、計画的な維持管理を行い、投資の平準化を図ります。本市の下水道管渠については、最も古
いものでも経過年数30年程であり本計画期間中における大規模な更新工事は発生しない見込みです。
　平成30年度からの地方公営企業会計の適用に向けて、管路情報のデータ化に関する調査や資産台帳の作成等の移行準備作業に係る費用を計上してい
ます。

　
　最も大きな財源である使用料収入については、家庭系排水の有収水量を、長浜市の人口推移から毎年１％づつ減少すると仮定しましたが、農業集落
排水の接続が進むことから、平成40年度までは、有収水量、使用料収入とも増加の見込みとなりました。使用料の水準については、処理費である流域
下水道維持管理負担金単価が平成27年度から1㎥当たり6.2円の増となりましたが、減債基金を取り崩しこの負担金に充てることにより、現行水準を維
持しています。平成30年度の公営企業法適用後、資産評価による減価償却費を基に、適正な料金水準の見直しを行います。
　一般会計繰入金については、国が示す繰出基準に基づく繰入を見込んでいます。
　本市においては、一部に市街地はあるものの市域の多くは集落間が離れており、相対的に管渠延長が長くなっています。このように建設改良費が割
高となる下水道に対して「高資本費対策に要する経費」を現在一般会計から繰り入れていますが、平成33年度以降は、供用開始後30年以内という対
象要件から外れ、繰り入れがなくなるため、「分流式下水道に要する経費」の繰り入れが増加します。
　企業債では、全体のうち相対的に大きな割合を占める資本費平準化債の算定方法が見直されたことから、発行額の減少を見込み、これにより不足す
る財源として一般会計繰入金「分流式下水道に要する経費」の増加を見込みました。
　企業債償還の財源については、資本費平準化債と一般会計繰入金を充当する形となりますが、今後増加する企業債償還に対しては、資本費平準化債
のみならず、事業全体で経費削減を徹底し、健全な運営を目指します。
　今後は、受益者負担の原則のもと適正な使用料水準の見直しを進めるとともに、一般会計繰入金の抑制に努め、下水道事業会計の収支均衡を図りま
す。

　
　管渠管理費については、農業集落排水接続によるマンホールポンプ等の維持管理費の増額や長寿命化計画に基づく更新費を見込むほか、平成31年度
までに策定するストックマネジメント計画に基づき、アセットマネジメントによる予算の平準化を考慮した中長期的な修繕計画による金額を見込んで
います。
　流域維持管理負担金については、負担金単価が平成27年度から1㎥当たり6.2円の増となりましたが、減債基金を取り崩し負担金に充てることによ
り、使用料の現行水準を維持することとしました。
　使用料徴収事務については、上下水道事業の一元化を進めており、平成26年度より料金システムの共同利用による事務の効率化を図り、長浜水道企
業団への使用料徴収業務を委託しており、この委託料を計上しています。
　人件費や物件費については、物価上昇は見込まず、現状の水準で推移するものとしています。
　減価償却費については、今年度の下水道台帳作成業務において算定中であり、平成30年度の法適化移行後に費用計上する見込みです。
　企業債償還利子については、平成27年度までの借り入れ分の利子と今後借入見込の企業債借入利子を見込んでいます。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

広域化・共同化・最適化に関する事項
本市の公共下水道事業については、流域関連公共下水道事業であり、終末処理場については既
に広域化されている状況です。

投資の平準化に関する事項
今後、老朽化による施設の大量更新が見込まれますが、大規模で長期間を要するため、資本費
平準化債を活用するほか、更新計画を定め、投資の平準化を図っていきます。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

本市の公共下水道事業は、滋賀県が管理運営する流域関連公共下水道事業であり、終末処理場
の維持管理業務について包括的民間委託により実施されています。

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFIなど）

平成26年度より下水道使用料の徴収事務を長浜水道企業団へ委託し事務の効率化に努めていま
すが、民間事業者の参入も視野に入れ検討していきます。

職員給与費に関する事項
職員給与費については、地方公務員法に基づき、人事院勧告等国及び県の動向を踏まえ、給与
の適正化に努めています。

その他の取組

使用料の見直しに関する事項
使用者負担の公平性と一般会計繰入金を縮減し安定した財源を確保するため、今後適正な使用
料水準の見直しを行います。

資産活用による収入増加
の取組について

今後、活用できる保有資産について検討を行います。

委託費に関する事項
老朽化する施設の維持管理を安定的に行っていくため、長寿命化計画に基づく更新と併せて、
継続的にコスト軽減策を講じ負担を抑えていきます。

その他の取組

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略は、PDCAサイクルを活用し、毎年度進捗管理（モニタリング）及び見直し（ローリング）を
行っていきます。

動力費に関する事項
老朽化する施設の維持管理を安定的に行っていくため、長寿命化計画に基づく更新と併せて、
継続的にコスト軽減策を講じ負担を抑えていきます。

薬品費に関する事項
老朽化する施設の維持管理を安定的に行っていくため、長寿命化計画に基づく更新と併せて、
継続的にコスト軽減策を講じ負担を抑えていきます。

修繕費に関する事項
老朽化する施設の維持管理を安定的に行っていくため、長寿命化計画に基づく更新と併せて、
継続的にコスト軽減策を講じ負担を抑えていきます。



（法非適用企業）

収支計画（※） 特定環境保全
公共下水道事業

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 26年度 27年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算

1 (A) 1,101,243 1,119,810 918,978 1,157,958 1,149,972 1,153,129 1,164,031 1,174,970 1,157,278 1,192,941 1,222,633 1,229,663

（１） (B) 588,251 560,576 561,511 560,294 567,392 623,738 629,880 633,176 641,617 638,254 646,838 653,337

ア 586,773 559,416 557,003 555,492 561,898 616,812 620,580 623,117 630,974 625,987 632,579 638,520

イ (C)

ウ 1,478 1,160 4,508 4,802 5,494 6,926 9,300 10,059 10,643 12,267 14,259 14,817

（２） 512,992 559,234 357,467 597,664 582,580 529,391 534,151 541,794 515,661 554,687 575,795 576,326

ア 512,123 474,361 357,175 597,038 582,543 529,356 534,117 541,762 515,630 554,658 575,767 576,300

イ 869 84,873 292 626 37 35 34 32 31 29 28 26

２ (D) 660,310 679,932 566,121 545,640 541,078 529,135 520,442 509,714 502,306 487,806 478,929 472,129

（１） 303,625 341,538 338,235 332,156 329,571 329,853 333,801 335,766 341,091 339,146 342,462 346,179

ア 30,854 29,342 31,828 30,888 29,410 29,410 29,410 29,410 29,410 29,410 29,410 29,410

イ 272,771 312,196 306,407 301,268 300,161 300,443 304,391 306,356 311,681 309,736 313,052 316,769

（２） 356,685 338,394 227,886 213,484 211,507 199,282 186,641 173,948 161,215 148,660 136,467 125,950

ア 356,685 338,394 227,886 213,484 211,507 199,282 186,641 173,948 161,215 148,660 136,467 125,950

イ

３ (E) 440,933 439,878 352,857 612,318 608,894 623,994 643,589 665,256 654,972 705,135 743,704 757,534

1 (F) 651,265 681,826 604,076 687,517 653,956 622,309 622,694 594,244 554,070 453,415 461,092 395,870

（１） 516,800 533,400 485,794 562,996 526,910 490,559 487,706 454,884 410,564 329,451 331,333 263,631

394,500 412,800 305,335 277,277 234,427 226,575 217,546 198,282 177,342 146,315 102,464 78,525

（２） 129,795 111,037 90,208 95,100 99,989 105,281 110,283 114,655 118,801 122,199 127,994 130,474

（３）

（４）

（５）

（６） 4,670 7,046 4,222 5,011 3,235 3,235 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765

（７） 30,343 23,852 24,410 23,822 23,234 22,940 22,940 22,940

２ (G) 1,092,909 1,083,350 1,020,696 1,299,835 1,262,850 1,246,303 1,266,283 1,259,500 1,209,042 1,158,550 1,204,796 1,153,404

（１） 142,696 94,134 196,913 449,752 395,682 360,772 364,802 346,832 287,277 238,603 300,894 254,102

7,819 8,023 23,969 24,081 25,881 25,881 25,881 25,881 25,881 25,881 25,881 25,881

（２） (H) 950,213 989,216 823,783 850,083 867,168 885,531 901,481 912,668 921,765 919,947 903,902 899,302

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 441,644 △ 401,524 △ 416,620 △ 612,318 △ 608,894 △ 623,994 △ 643,589 △ 665,256 △ 654,972 △ 705,135 △ 743,704 △ 757,534収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

34年度 35年度 36年度 37年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

28年度
（本年度）

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度



（法非適用企業）

収支計画（※） 特定環境保全
公共下水道事業

年　　　　　　度 26年度 27年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算
34年度 35年度 36年度 37年度

28年度
（本年度）

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

(J) △ 711 38,354 △ 63,763

(K) 84,336

(L) 167 48,611 112,308

(M)

(N) 3,100 3,100

収益的支出に充てた他会計借入金 (O)

(P) 2,556 5,729 48,545

(Q)

(R) 2,556 5,729 48,545

(S)
(S)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(U) 588,251 560,576 561,511 560,294 567,392 623,738 629,880 633,176 641,617 638,254 646,838 653,337

（V)

(W)

(X)

(Y)

(Z) 16,345,375 15,834,954 15,496,965 15,209,878 14,869,620 14,474,648 14,060,873 13,603,089 13,091,888 12,501,392 11,928,823 11,293,152

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 26年度 27年度

区 分 （ 決 算 ） 決 算

512,364 474,602 357,175 597,038 582,543 529,356 534,117 541,762 515,630 554,658 575,767 576,300

512,364 474,602 357,175 597,038 582,543 529,356 534,117 541,762 515,630 554,658 575,767 576,300

129,795 111,037 90,208 95,100 99,989 105,281 110,283 114,655 118,801 122,199 127,994 130,474

108,236 111,037 90,208 95,100 99,989 105,281 110,283 114,655 118,801 122,199 127,994 130,474

21,559
642,159 585,639 447,383 692,138 682,532 634,637 644,400 656,417 634,431 676,857 703,761 706,774

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

28年度
（本年度）

29年度 30年度 31年度 32年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（V）/（X）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((T)/(U)×100)

81.27 84.74 88.42 89.66

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(T)

66.12 82.96 81.66 81.51 81.86 82.61収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 68.38 67.09

赤 字 比 率 （ ×100 ）

前 年 度 繰 上 充 用 金

収益的支出に充てた地方債

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(P)-(Q) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金


